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第２回校舎棟改築等計画説明会の内容について 

 
 朝夕はめっきり冷え込んでまいりました。保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄の

こととお慶び申し上げます。 
さて、みだしの説明会が１１月２０日に終了しました。計画の概要等につきましては、１０月

１３日付のプリントで、すでにお知らせしておりますので、今回は、校舎棟改築に直接関連のあ

った質疑応答（一部補足）をいくつか抜粋してお知らせしますとともに、当日の説明資料につい

ても配布させていただきます。 
なお、計画内容等についてご質問がありましたら、尼崎市教育委員会施設課（℡０６－６４８

９－６７１８ 担当：中原）までご連絡ください。 

《質疑応答》 
Q： 工事中の騒音、振動、粉塵対策はどうなっているのか。 
A： 建築より解体の際の騒音や振動、粉塵が問題になると思います。解体時には、防音シー

トを設置するとともに、低騒音・低振動対応の重機を使用し、騒音、振動をなるべくおさ

えながら工事を行います。また、粉塵については、水をかけながら作業するなどの対策を

講じていきます。（施設課） 
Q： 耐震強度は大丈夫か。 
A： 国におきましては、通常の建物の場合、Ｉｓ値（構造耐震指標）が０．６以上あれば震

度６強以上の大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低いとされています。 
    学校施設の場合、耐震診断を行い、既存建物のＩｓ値やコンクリート強度等により、補

強又は改築の判断をしており、補強後については、文部科学省の基準であるＩｓ値０．７

以上になるよう、設計、工事等を施工しております。 
（詳しいことは市のホームページで「市立学校施設の耐震化事業」というコーナーをご覧

ください。）（施設課） 
Q： バルコニーは危なくないのか。 
A： 手すりは高さ約１．２ｍあり、安全性に配慮された設計になっています。（施設課） 

 Q： プールの使用はどうなるのか。 
 A： 現プールは取り壊し、新プール完成まで使用できませんので、少なくとも２４年度は、

近隣校に対してプールの借用をお願いしているところです。しかし、各校それぞれの事情

もあり、どれぐらい水泳指導の時間を確保できるかは現段階では未定です。（学校） 
以 上 


